
区　　分 

特別徴収現年度分 

普通徴収現年度分 

普通徴収滞納繰越分 

合　　計 

収入予定額 

177,381,900 

10,534,050 

2,006,215 

189,922,165

収入済額 

177,381,900 

9,500,400 

148,840 

187,031,140

収納率 

100.00% 

90.19% 

7.42%

不納欠損額 

0  

0  

541,575 

541,575

収入未済額 

0  

1,033,650 

1,315,800 

2,349,450

介護保険料の収入状況　　　　　　　　（円） 
年度 

平
成
22
年
度 

広報みなみ 5

平成22年度 

133

437

97

平成22年度 

3175

712

平成20年度 

131

407

76

平成21年度 

130

422

93

平成21年度 

3223

717

平成20年度 

3230

697

○このグラフをみると、65歳以上人口（第1号被保険者）がほぼ横這いなのに対し、認定者（要支援・要介
護の認定を受けた方）及び介護サービス利用者（実際にサービスを利用する方）が増えていることがわかり
ます。特に居宅（在宅）及び地域密着型サービスの利用者が増えています。 
○サービス利用者が増える一方で、保険料を支払ってそれを支える65歳以上人口が増えないことから保険
料が高くなってしまいます。 

◎美波町では今後65歳以上人口が横這いから減少へ変わっていくと思われます。しかし高齢化率は今後も
進み介護認定者やサービス利用者も増えていくと思われます。 

○特別徴収とは年金天引きの分です。 
○普通徴収とは納付書及び口座振替で納付いただいている分です。 
※各年度ともそれぞれ5月31日現在の数字となっています。 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

100

200

300

400

500

65歳以上人口と介護認定者数（人） 
 

65歳以上人口 

介護認定者数 

介護サービス利用者数（人） 

居宅サービス 

地域密着型サービス 

施設サービス 

介護保険各種負担限度額認定の有効期限は、6月30日までとなっております。 
現在認定証をお持ちの方で、今後利用される方は更新手続きを行ってください。 

各種負担限度額認定とは　○負担限度額認定（食費、居室費の限度額） 

　　　　　　　　　　　　○特定負担限度額認定（旧措置者の方） 

　　　　　　　　　　　　○社会福祉法人等利用者負担軽減（低所得者で一定基準を満たす方） 

申請される方は担当の介護支援専門員か役場保健福祉課までご相談ください。 

 

【お問い合せ先】　役場保健福祉課　☎77－3614　　由岐支所住民室　☎78－2212


